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図 3-1-1 福原長者原官衙遺跡Ⅱ期政庁復元図 （現段階での推定）

第 3 章  史跡の本質的価値

第１節  史跡福原長者原官衙遺跡の本質的価値
　福原長者原官衙遺跡は極めて重要な遺跡であると評価され、史跡に指定されたが、その本質
的価値は以下の４点に整理できる。

① 九州最大級の官衙政庁

　本史跡の政庁は、成立段階であるⅠ期の段階に、政庁の外郭をなす区画溝が東西約 128ｍ、
南北 135ｍ以上の長方形に巡る。次段階のⅡ期（８世紀初頭）には区画溝は一旦埋め戻され、改
めて一辺約 150ｍの正方形の範囲を囲む規模に拡大する。図 3-1-1 はⅡ期の復元図である。地
方官衙として一般的な郡衙の政庁は一辺 50ｍ程度、国府の政庁は 100ｍ程度が標準であること
を考えると突出して大きい。西海道（九州）諸国を統括する九州最大の地方官衙である大宰府
政庁のⅡ期官衙の整備を８世紀前半とみると、それ以前は本史跡Ⅱ期の政庁が大宰府をしのぐ
九州最大の官衙政庁であった。
　また政庁正門の構造に注目すると、西海道では国府政庁には八脚門、郡衙の政庁には四脚門
が用いられる。本史跡Ⅱ期の南門も八脚門である。敷地の広大さや南門の構造から、本史跡は
国府、またはそれ以上の官衙の政庁だと考えられる。

ぐ ん が

さいかいどう だ ざ い ふ



- 38 -

図 3-1-2 藤原京とその設計にならった

地方官衙遺跡

② 「日本」 誕生の時代を象徴する遺跡

　わが国は大宝律令の施行（701 年）をもって古代国家が成立し、それまでの「倭」を改め「日本」
という国号を名乗ったとされる。本史跡はⅡ期の造営が８世紀初頭、その前段階であるⅠ期
の造営は７世紀後半にさかのぼると考えられ、まさに「日本」誕生の時代の官衙政庁である
と言える。
　この時代には地方支配に関しても大きな変革があり、諸国の国府の成立が大宝律令の施行
以後（８世紀）か、以前（７世紀末）かが議論になっている。７世紀末に造営された官衙政
庁である本史跡は、国府の成立過程を考える上で極めて重要な遺跡である。
　この頃の九州の状況を見ると、南九州の隼人の反乱が頻発するようになり、８世紀初めに
かけて隼人の同化のために豊前国から入植者を送り込み、豊前守（豊前国の長官）の宇奴首
男人が軍を率いて反乱を終結させるなど、豊前国が重要な役割を果たしている。
　この時期の古代国家は、大陸と半島に面した九州西側に大宰府政庁、都に面した東側に本
史跡の官衙政庁を配置し、二つの拠点で九州を治める構想を持っていたのではないだろうか。

③ 藤原宮と共通する最先端の国家的デザイン

　本史跡のⅡ期に区画溝の内側を一辺約 120ｍの正方形に巡る回廊状遺構は、皇極天皇の飛
鳥板蓋宮と推定される飛鳥宮跡（奈良県明日香村）Ⅱ期遺構や、斉明天皇の石湯行宮と推定さ
れる久米官衙遺跡群（愛媛県松山市）にも見られる遺構である。さらに、区画溝と回廊状遺
構の間には幅約 12ｍの空閑地が設けられている。官衙
政庁の荘厳さを演出する意図で設けられた施設である
と思われるが、これは当時の都・藤原京の王宮、藤原
宮にならった設計だと考えられる。このような空閑地
は東北地方の太平洋側を支配した城柵官衙であり初期
の陸奥国府と推定される仙台郡山官衙遺跡（宮城県）
のⅡ期官衙にもみられ、古代国家が日本列島の東と西
で中央の権威を示そうとした構想を読み取ることがで
きる（図 3-1-2）。また、区画溝がⅠ期段階で幅約３ｍ、
Ⅱ期段階で幅約５ｍと幅広いことから、軍事的な性格
を持っていた可能性も考えられる。

④ 豊前国の歴史的役割を象徴する遺跡

　本史跡の官衙政庁は成立年代の早さや大規模で特殊な形態を勘案すると、一般的な国府と
は異なる特別な官衙として成立した可能性が高い。
　この官衙が設置された豊前国は、九州の北東岸であると同時に瀬戸内海の西端に接する地
域でもある。畿内から見ると、瀬戸内海を西に航行して九州に最初に上陸する地点である。
豊前国のなかでも京都平野沿岸は入り江となり、天然の良港と言うべき地形で、海上交通の
拠点として最適であった。九州最古級の前方後円墳である石塚山古墳や延永ヤヨミ園遺跡出
土の木樋など、この地が畿内文化の九州への玄関口であったことを示す文物は多い。さらに
京都平野周辺には古代山城・御所ヶ谷神籠石（国史跡）、平安時代の豊前国府跡（福岡県史跡）、
古代官道など、国家が関与した遺跡が集中し、古代国家がこの地を要衝として重要視してい
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図 3-1-3 京都平野の主な古代遺跡　国土地理院地図を加工

たことは明白である（図 3-1-3）。福原長者原官衙遺跡という特殊な官衙が設置されたのも、
この地の重要性と深く関わっていると考えられる。
　本史跡は、古代国家成立期における豊前国の果たした歴史的役割を鮮明にすると同時に、
京都平野がその中心的機能を早い段階から担ってきたことを示す重要な遺跡である。
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第２節  構成要素
　本史跡を構成する要素には、発掘された遺構そのものや現代の構造物のみならず、史跡指定
地の周辺をとりまく古代から現代までの環境も含まれる。以下に本史跡を構成する要素につい
てまとめる。

（１）史跡の価値を構成する枢要の諸要素（図 3-2-1）

　掘立柱建物（正殿地区大型建物、脇殿、東西棟建物、門など）、区画溝、回廊状遺構など官衙
に関連する遺構および遺構は存在しないが官衙と周辺地域を視覚的に隔絶して官衙をより荘厳
に見せる機能を有すると考えられる空閑地である。

（２）史跡の価値を構成する枢要以外の諸要素（図 3-2-2）

① 史跡の価値に関係する要素

　官衙が造られ、機能した７世紀末から８世紀以外の時期に形成された遺構である。

② 史跡の価値に直接関係しない要素

ア） 史跡に関連する資産

　史跡の価値には直接関係しないが、史跡の価値を説明する役割を持つ資産である。南門広
場の史跡を解説する諸設備がこれにあたる。

イ） 史跡に関連しない資産

　住宅や造成地、農地、酪農業の牛舎、東九州自動車道、県道長尾稗田平島線など、近現代
に形成された建物・構造物等である。

（３）史跡の周辺環境を構成する諸要素（図 3-2-3）

　本史跡の周辺は緩やかな起伏があり、谷を堤でふさいで築かれたため池が点在する。東西に
英彦山山系を源とし、周防灘に注ぐ祓川、今川などの河川が流れ、南西の矢留山の尾根から本
史跡を見下ろすことができる。
　歴史的には、豊前国府跡、御所ヶ谷神籠石、延永ヤヨミ園遺跡といった官衙関連遺跡、豊前
国分寺、椿市廃寺、上坂廃寺、木山廃寺、菩提廃寺といった古代寺院遺跡など、豊前地方の公
的な施設の遺跡が数多く分布している。また律令期の前段階に造られた大規模な首長墓である
甲塚方墳や橘塚古墳、国内最大級の横穴墓群である竹並遺跡、豊前国分寺などに瓦を供給した
船迫窯跡群などがある（図 1-1-3）。
　現在史跡指定地一帯は住宅地や農地となっており、東九州自動車道、県道、市道などが通り、
それらに付帯する施設が存在する。
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ア）
史跡に関連する資産官衙に関連する遺構 官衙に関連しない遺構

イ）
史跡に関連しない資産

○掘立柱建物
　正殿地区大型建物／
　脇殿／東西棟建物

○門
　南門／東門

○遮蔽施設
　回廊状遺構／柵

○溝
　区画溝／雨落ち溝

○竪穴建物　　

○井戸

○土坑
　鋳造関連土坑

○整地層　　

○水路

○道路状遺構

〇政庁に隣接する空閑地

○石棺墓（弥生時代）

○土坑（古墳時代）

○土塁状遺構

○地割痕跡

　　　　　

○南門広場
　解説版／ベンチ／
　側溝／フェンス／
　車止め

○道路標識（県道）

　　　　　

○東九州自動車道
　擁壁／フェンス／植栽

○県道・市道・里道
　電柱／カーブミラー／
　照明灯／道路標識／
　道路防護柵／側溝／
　埋設管

○水路

○住宅地
　建物／植栽／浄化槽

○酪農地
　牛舎／倉庫／
　酪農業設備／植栽／
　牧草地

　　　　　

地形的環境 歴史的環境

○自然地形　山／谷／川／海

○人口地形　ため池

○古代官道　○港湾遺跡　○古代寺院

○古代山城

○窯　須恵器窯／瓦窯　○墳墓  古墳／横穴墓

○その他の官衙関連遺跡

○住宅地　建物／植栽／浄化槽

○道　電柱／カーブミラー／照明灯／道路標識／道路防護柵／水路

○農地　水田／畑

（１）
史跡の価値を構成する

枢要の諸要素

（２） 史跡の価値を構成する枢要以外の諸要素

①史跡の価値に関係する要素 ②史跡の価値に直接関係しない要素

（３） 史跡の周辺環境を構成する諸要素

地域環境を構成する資産

表 3-2-1 史跡を構成する要素  
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図 3-2-1 史跡の価値を構成する枢要の諸要素

遺構配置図

A. 正殿地区大型建物
行橋市教育委員会 2016 より

Ｂ. 正殿地区東側建物群
行橋市教育委員会 2016 より

Ｃ.Ⅱ期大溝断面
九州歴史資料館 2014 より

Ｄ.Ⅰ期大溝断面
九州歴史資料館 2014 より

E.Ⅰ期東脇殿
九州歴史資料館 2014 より

F.Ⅱ期東脇殿
九州歴史資料館 2014 より

Ｇ.Ⅱ期回廊状遺構 ・ 南門跡
九州歴史資料館 2014 より

Ｈ. 南門跡
九州歴史資料館 2014 より

I.Ⅱ期西脇殿
九州歴史資料館 2014 より

（官衙に関する遺構）

(1) 史跡の価値を構成する枢要の諸要素　
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史跡指定地周辺図
Ｂ. 南門広場 

A. 地割痕跡断面
九州歴史資料館 2014 より

（2） 史跡の価値を構成する枢要以外の諸要素

① 史跡の価値に関係する要素
　 （官衙に関連しない遺構）

② 史跡の価値に直接関係しない要素
　 （官衙に関連しない遺構）

ア）史跡に関連する資産

イ）史跡に関連しない資産

Ｄ. 県道長尾稗田平島線

Ｇ. 酪農地　牛舎 Ｈ. 牧草地Ｆ. 住宅地

Ｅ. 市道寄原・下寄原線Ｃ. 東九州自動車道

解説板／ベンチ／側溝／フェンス／車止め

擁壁／フェンス／植栽

建物／植栽／浄化槽 牛舎／倉庫／酪農業設備／植栽／牧草地

電柱／カーブミラー／照明灯／道路標識／道路防護柵／水路／側溝升

図 3-2-2 史跡の価値を構成する枢要以外の諸要素
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福原長者原官衙遺跡を見下ろすこ
とのできる山

福原長者原官衙遺跡の西に今川、東
に祓川・江尻川が流れる

福原長者原官衙遺跡南東のため池
春は堤の桜を楽しむことができる

矢留山 今川 長池

 
草野津に関連するとみられる大規
模な集落遺跡        九州歴史資料館提供

５～７世紀の横穴墓900基以上が調
査された日本最大級の横穴墓群

７世紀後半頃に築かれたと考えら
れる古代山城

延永ヤヨミ園遺跡 竹並遺跡 御所ヶ谷神籠石

７世紀後半に旧京都郡に建立され
た古代寺院

８世紀後半に旧京都郡に建立された
古代寺院 　　　　　　　　　　　みやこ町提供

６世紀末頃に築造された東西46.5m
南北36.4mの方墳 　　　　 みやこ町提供

椿市廃寺 菩提廃寺 甲塚方墳

７世紀前半に築造された、石室全長
が19mにおよぶ巨石墳　   みやこ町提供

周辺の古代寺院に瓦を供給した窯跡
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　築上町提供

古代律令国家が整備した道（写真
は甲塚方墳付近）

綾塚古墳 船迫窯跡 古代官道を踏襲した道

７世紀後半に旧仲津郡に建立され
た古代寺院 　　　　　　　　　 みやこ町提供

福原長者原官衙遺跡の後に豊前国を
統治した官衙 　　　　　　　　みやこ町提供

８世紀後半には建立されていたと
みられる古代寺院 　　　　 みやこ町提供

木山廃寺 豊前国府跡 豊前国分寺

図 3-2-3 史跡指定地の周辺環境構成する諸要素

(3) 史跡の周辺環境を構成する諸要素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地理的環境　

歴史的環境














